
茨城県市町村職員講師養成研修修了書交付要項 
 

（目的） 

第１条 この要項は，茨城県市町村職員研修要綱（昭和５５年１１月１３日施行）第２条 

の規定に基づき実施する講師養成研修の修了者に係る修了書（ただし，交付機関が茨城

県自治研修所長（以下「研修所長」という。）以外の場合は，「認定書」と読み替える。）

の交付に関し，必要な事項を定めることを目的とする。  

（適用研修課程） 

第２条 本要項は，次の課程について適用する。                                   

（１）地方自治制度講師養成研修                                                    

（２）地方公務員制度講師養成研修                                                  

（３）地方財務事務講師養成研修                                                    

（４）法令実務講師養成研修                                                        

（５）文書事務講師養成研修                                                        

（６）接遇講師養成研修                                                            

（７）公務員倫理（ＪＫＥＴ）指導者養成研修           

（８）ＪＳＴ基本コ－ス指導者養成研修                                           

（９）事例研究講師養成研修                                                        

（１０）創造的問題解決法講師養成研修                                              

（１１）ＯＪＴ実践コース講師養成研修  
（１２）セクシュアル・ハラスメント防止講師養成研修  
（１３）政策形成講師養成研修 

（１４）庁内講師養成研修  
 （講師の認定及び修了書の交付）                                                 

第３条  講師の認定及び修了書（様式第１号。ただし，交付機関が研修所長以外の場合   

 は，当該交付機関の様式による。）の交付については，別表による。                 

 （経由機関）                                                                   

第４条 研修所長は，修了書を交付するときは，市町村研修担当課を経由して行う。     

 （講師の登録）                                                                 

第５条  研修所長は，第３条の規定により講師として認定した者を講師原簿（様式第２   

 号）に登載する。                                                               

 （登録番号）                                                                  

第６条  講師として認定された者の登録番号については，各年度毎に，認定順に１番から

 順次付する。ただし，他の機関に委託して実施する場合で，他に定めがある場合はそれ

 による。                                                                        

 

付  則                                                                      

１  この要項は，平成８年４月３０日から施行する。  

２  指導者養成研修の修了者に対する修了書の交付について（昭和６０年５月１５日決   

 定）は，廃止する。                                                             

付  則  
この要項は，平成１１年４月１日から施行する。  

   付  則  
 この要項は，平成１３年４月１日から施行する。 

   付  則  
 この要項は，平成１４年４月１日から施行する。  
   付  則  
 この要項は，平成１５年４月１日から施行する。 

   付  則  

 この要項は，平成２４年９月１日から施行する。  
   付  則  

この要項は，平成２６年１月１日から施行し，第２条の改正規定及び別表の改正規定（「財

団法人公務人材開発協会」を「一般財団法人公務人材開発協会」に改める部分を除く。）



は，平成２６年度以降に実施する研修について適用する。 

付  則  

この要項は，平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表   
課程名 認定及び交付の根拠 認定基準 交付機関 

 地方自治制度講師養成研修 
 茨城県市町村職員講師養成研 
 修修了書交付要項 
 （平成８年４月３０日制定） 

 研修総時間数の１００ 
分の８５以上を受講し 
た者 

 茨城県自治研修所長 

 地方公務員制度講師養成研修 
 茨城県市町村職員講師養成研 
 修修了書交付要項 
 （平成８年４月３０日制定） 

研修総時間数の１００ 
分の８５以上を受講し 
た者 

 茨城県自治研修所長 

 地方財務事務講師養成研修 
 茨城県市町村職員講師養成研 
 修修了書交付要項 
 （平成８年４月３０日制定） 

研修総時間数の１００ 
分の８５以上を受講し 
た者 

 茨城県自治研修所長 

 法令実務講師養成研修 
 茨城県市町村職員講師養成研 
 修修了書交付要項 
 （平成８年４月３０日制定） 

研修総時間数の１００ 
分の８５以上を受講し 
た者 

 茨城県自治研修所長 

 文書事務講師養成研修 
 茨城県市町村職員講師養成研 
 修修了書交付要項 
 （平成８年４月３０日制定） 

研修総時間数の１００ 
分の８５以上を受講し 
た者 

 茨城県自治研修所長 

 事例研究講師養成研修 
 茨城県市町村職員講師養成研 
 修修了書交付要項 
 （平成８年４月３０日制定） 

研修総時間数の１００ 
分の８５以上を受講し 
た者 

 茨城県自治研修所長 

 創造的問題解決法講師養成 
 研修 

 茨城県市町村職員講師養成研 
 修修了書交付要項 
 （平成８年４月３０日制定） 

研修総時間数の１００ 
分の８５以上を受講し 
た者 

茨城県自治研修所長 

 接遇講師養成研修 
茨城県市町村職員講師養成研 

 修修了書交付要項 
 （平成８年４月３０日制定） 

研修総時間数の１００ 
分の８５以上を受講し 
た者 

茨城県自治研修所長 

公務員倫理（ＪＫＥＴ）指導 
者養成研修 

 討議式研修「公務員倫理を考 
 える」（ＪＫＥＴ）指導者養 
 成コースの実施に関する規程 
 （平成１３年９月２０日付け人

事院事務総長決定） 

 研修総時間数の１００ 
分の８５以上を受講し，

かつ良好な成績で修了 
した者 

 人事院事務総長 

ＪＳＴ基本コース指導者養成 
研修 

 人事院式監督者研修（ＪＳ 
 Ｔ）基本コ－ス指導者養成研 
 修の実施に関する規程 
 （平成３年７月１日付け人事 
 院事務総長決定） 

 研修総時間数の１００ 
分の８５以上を受講し，

かつ良好な成績で修了 
した者 

 人事院事務総長 

 ＯＪＴ実践コース講師養成研 
 修 

ＯＪＴ実践コース指導者養成 
研修実施要綱 
 （昭和６３年１０月１日制定） 

 研修総時間数の１００ 
分の８５以上を受講し，

かつ良好な成績で修了 
した者 

一般財団法人公務 
人材開発協会理事長 

 セクシュアル・ハラスメント 
 防止講師養成研修 

セクシュアル・ハラスメント 
防止研修リーダー養成コース 
実施要綱 
（平成１４年５月１５日制定） 

 研修総時間数の１００ 
分の８５以上を受講し，

かつ良好な成績で修了 
した者 

一般財団法人公務 
人材開発協会理事長 

 政策形成講師養成研修 
 茨城県市町村職員講師養成研 
 修修了書交付要項 
 （平成８年４月３０日制定） 

 研修総時間数の１００ 
分の８５以上を受講し 
た者 

 茨城県自治研修所長 

 庁内講師養成研修 
 茨城県市町村職員講師養成研 
 修修了書交付要項 
 （平成８年４月３０日制定） 

 研修総時間数の１００ 
分の８５以上を受講し 
た者 

 茨城県自治研修所長 

 


